
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 気候変動適応の推進（第４条） 

   地方自治体は、地域における自然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する施策を推進 
 
２ 地域気候変動適応計画の策定（第 12条） 

地方自治体は、気候変動適応に関する施策を推進するため、地域気候変動適応計画の策定に努める 
 
３ 地域気候変動適応センターの体制の確保（第 13条） 

   地方自治体は、気候変動適応に関する施策を推進するため､気候変動影響及び気候変動適応に関する

情報の収集､整理､分析及び提供､並びに技術的助言を行う拠点としての機能を担う体制の確保に努める 

◯近年、異常高温や大雨・干ばつの増加など様々な気候の変化が観測され、農業への打撃、水不足の一層

の悪化、生態系への影響、災害の激化、感染症の増加など、地球温暖化による影響が懸念されている。 

◯これまでの温室効果ガスの排出の抑制等の対策（緩和策）に加え、すでに現れている影響や中長期的に

避けられない影響に対してあらかじめ備え、適応していくための対策（適応策）を進める必要がある。 

◯このような中、平成 30 年６月 13 日に「気候変動適応法」が公布され、国、地方公共団体、事業者、国

民が連携・協力して適応策を推進するための法的仕組みが整備された。（平成 30 年 12 月１日施行） 

Ni 

気候変動適応法成立までの流れ 

県の責務 

気候変動適応法の概要 

法律の概要と県の責務 

資料２ 


